
様式第 3 号(第 6 条関係) 

 

誓  約  書 

 

 忍野村が実施する放課後児童健全育成事業(学童保育という)を利用するに当た

りまして、支援員の指導に従い故意又は過失による場合を除き保育中に事故など

が発生した場合は、忍野村に対して一切その責任を問いません。 

 

令和   年   月   日   

 

忍野村長  様 

 

児 童 名                

生年月日                

保護者名              印 

住  所                

                 


